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「大量破壊兵器関連貨物・技術の輸出管理について」の一部改正について

「大量破壊兵器関連貨物・技術の輸出管理について」（平成４年７月３１日付け４貿局第２
８３号）の一部を下記のように改正し、平成１４年４月１日から実施する。

記

前文中「別記１の８又は９」を「別記１の８」に、「別記２の２又は３」を「別記２の２」

に、「平成１０年４月１日」を「平成１４年４月１日」に改める。

別記１の６の文中「「輸出貿易管理令別表第３の２の規定に基づき、経済産業大臣が告示で

定める貨物を定める件」（平成１２年通商産業省告示第９２２号）」を「「輸出貿易管理令別
表第３の規定により経済産業大臣が定める貨物」（平成１３年経済産業省告示第７５８号）」

に改める。

別記１の８を次のように改める。

８ 外為令別表の１６の項の中欄に掲げる技術の提供を目的とする取引又は輸出令別表第１の
１６の項の中欄に掲げる貨物の輸出であって、輸出令別表第４の２に掲げる地域以外の地域

を提供地又は仕向地とするもの

別記１の９を削る。

別記２の２の①のイの文中「貿易関係貿易外取引等に関する省令第９条第１項第４号イの規
定に基づき、経済産業大臣が告示で定める提供しようとする技術が核兵器等の開発等のために

利用されるおそれがある場合を定める件（平成１２年通商産業省告示第７４８号。以下「告示

」という。）」を「貿易関係貿易外取引等に関する省令第９条第１項第４号イの規定により経
済産業大臣が告示で定める提供しようとする技術が核兵器等の開発等のために利用されるおそ

れがある場合（平成１３年経済産業省告示第７５９号。以下「告示」という。）」に改める。

別記２の２の②のイの文中「輸出貨物が核兵器等の開発等のために用いられるおそれがある

場合を定める省令（平成８年通商産業省令第１６号。以下「省令」という。）」を「輸出貨物

が核兵器等の開発等のために用いられるおそれがある場合を定める省令（平成１３年経済産業
省令第２４９号。以下「省令」という。）」に、ロの文中「第４号」を「第３号」に改める。

別記２の３を削る。

別記３の２の文中「又は別記１の９に該当する取引若しくは輸出であって、別記２の３に掲
げる要件に該当する場合」を削る。

別記４の５の文中「（第１号及び第４号を除く。）」を「（告示又は省令の規定のうち、当
該技術又は当該貨物が核兵器等の開発等のために利用される又は用いられる場合に該当すると

きを除く。）」に改める。

別記４の５の③の文中「第４号」を「第３号」に改める。


